
 

 

家屋調査ご協力依頼チャート ※いずれの場合も回答票のご提出をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
※①平面図、立面図、断面図、および内壁・天井・床の仕上資材の分かる仕上表や設備図（電気・

給排水・空調等の配置や仕様が分かるもの）、窓や扉の寸法・資材が分かる建具表をご提供（一

定期間の借用やコピーのご提供等）いただければ幸いです。 

 

※②実地調査とは、対象家屋の内部に入らせていただき、本市職員が仕上資材や建築設備等を確

認させていただくものです。所要時間は、①午前 9 時 30 分～午前 10 時 30 分、②午前 10 時 30

分～午前 11 時 30 分、③午後 2 時～午後 3 時、④午後 4 時～午後 5 時のいずれかのうち、概ね

60 分を予定しております。（日程については改めて調整させて頂きます。） 

START 

【A】建築確認等で図面による評価ができる 
（大東市役所課税課にて判断いたします） 

建築確認等で図面による評価ができない 
（大東市役所課税課にて判断いたします） 

仕上表・建具表等の資料（※①）

を提出できる 
仕上表・建具表等の資料（※①）

を提出できない 

図面調査 
家屋内部への立ち入りはございません 

調査日時の調整を
させて頂きます。 

実地調査（※②） 
家屋内部への立ち入りがあるため、 

立ち会いをお願いいたします 

【B】回答票にご記入いただいた連絡先にお電話致します。 
場合により、建築業者ご担当者様へご連絡させて頂きます。 

 

資料の提出方法について
調整させて頂きます。 


